
「資格情報のお知らせと個人番号
（マイナンバー）確認のお願い」を配付します

令和 6 年 12 月 2 日に現行の組合員証等が廃止され、マイナ保険証に移行するにあたり、当組合が把握してい
る資格情報（個人番号の下 4 桁を含む）を通知することで情報の正確性を担保し、全ての方に安心してマイナ保
険証を利用していただけるようにすることを目的として、本年 10 月末までに「資格情報のお知らせと個人番号（マ
イナンバー）確認のお願い」を配付します。
　なお、令和 6 年 6 月中旬以降に当組合に加入した組合員及び被扶養者は、11 月以降に配付します。

　マイナ保険証を利用することで初診料や再診料が軽減されますので、マイナンバーカードに健康保険証を登録し、
医療機関等で利用してください。

　組合員証等の廃止及びマイナ保険証の利用登録の解除については、次号（11月号）の共済だよりに掲載します。

当組合のマイナ保険証利用率
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保健課　☎028-615-7816上記記事に関するお問い合わせは

「マイナ保険証」の利用をお願いします

● 配付対象者：組合員及び被扶養者
● 配 付 方 法： 所属所を通して送付

（任意継続組合員は自宅に送付）

今回のみの配付となりますので、大切に保管して
ください。

資格情報と紐付いている個人番号（マイナン
バー）です。番号の確認をお願いします。

令和6年12月2日以降、マイナ保険証が利用で
きない医療機関等で受診する場合は、資格情
報のお知らせとマイナ保険証をあわせて提示
することで保険診療が可能となります。

個人番号（下4 桁）

資格情報のお知らせ（切り取り）

03共済だより 2024.9 No.354




